
公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

不用弾薬の廃薬処理作業
（その１）

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月3日

日本工機株式会社

東京都港区芝５丁目２
６番１６号

9010401022427

本件の履行にあたっては、７０ｍｍ
試験弾の取扱いに関する知識及び技
術並びに火薬類取締法（昭和２５年
法律第１４９号）で定める資格要件
を有していることが必要不可欠であ
り、公募を実施したが、応募者が契
約相手方１者のみであったため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

3,531,110 -

プログラムディスクの機能
拡張及び保守

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月5日

アンシス・ジャパン株
式会社

東京都新宿区西新宿６
丁目１０番１号

6011101057245

本件の履行にあたっては、プログラ
ムディスク（ANSYS社AUTODYN）のラ
イセンサーであり同技術的知識を有
していることが必要不可欠であり、
公募を実施したが、応募者が契約相
手方１者のみであったため。

8,492,000 8,492,000 100.00%

車両用多種環境シミュレー
タの点検・整備

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月5日

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内
３丁目２番３号

8010401050387

本件の履行にあたっては、車両用多
種環境シミュレータの機能、性能に
関する知識及び操作、運用に関する
技術を有していることが必要不可欠
であり、公募を実施したが、応募者
が契約相手方１者のみであったた
め。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

5,593,500 -

不用弾薬の廃薬処理作業
（その２）

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月8日

中国化薬株式会社

広島県呉市天応塩谷町
１番６号

4240001026181

本件の履行にあたっては、０１式軽
対戦車誘導弾（弾頭部）及び試験用
供試体のうち試験用飛しょう体の取
扱いに関する知識及び技術並びに火
薬類取締法（昭和２５年法律第１４
９号）で定める資格要件を保有して
いることが必要不可欠であり、公募
を実施したが、応募者が契約相手方1
者のみであったため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

7,855,100 -

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号

付紙様式第４



公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号

付紙様式第４

ＭＨＤプラズマシミュレー
ション装置の製造

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月9日

アドバンスソフト株式
会社

東京都千代田区神田駿
河台４丁目３番地

6010401058102

本件の履行にあたっては、圧縮性流
体解析ソルバー「Advance/FOCUS-i」
及び電磁界解析ソルバー
「Advance/Magnetic」に関する知識
及び権利を有することが必要不可欠
であり、公募を実施したが、応募者
が契約相手方１者のみであったた
め。

39,715,500 39,715,500 100.00%

光電界センサ他１品目

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月12日

株式会社精工技研

千葉県松戸市松飛台２
９６番地の１

6040001035845

本件の履行にあたっては、本件を履
行できる能力を有していることが必
要不可欠であり、上記を資格要件と
して公募を実施した結果、応募者が
契約相手方１者のみであったため。

66,000,000 66,000,000 100.00%

高速弾撃試験装置の点検整
備

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月15日

富士電波工機株式会社

埼玉県鶴ヶ島市富士見
６丁目２番２２号

1030001069171

本件の履行にあたっては、高速弾撃
試験装置の取扱いに関する知識及び
技術を有していることが必要不可欠
であり、公募を実施したが、応募者
が契約相手方１者のみであったた
め。

2,150,500 2,043,868 95.04%

多目的監視レーダの性能確
認試験（６次試験）のため
の弾道計測作業

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月18日

株式会社ノビテック

東京都渋谷区恵比寿１
丁目１８番１８号

8011001039795

本件の履行にあたっては、弾道計測
装置（改）（Ｗｅｉｂｅｌ　Ｓｃｉ
ｅｎｔｉｆｉｃ社製ＭＦＴＲ－２１
００／３９－１６０）、弾道計測装
置（Ｗｅｉｂｅｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉ
ｆｉｃ社製ＭＦＤＲ－６００３７）
及び小火器用検速装置（Ｗｅｉｂｅ
ｌ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製ＳＬ
－５２０ＰＥ）の構造、機能、性能
及び取扱いに関する知識及び技術並
びに第二級陸上特殊無線技士（旧：
特殊無線技士（多重無線設備））の
資格を有していることが必要不可欠
であり、公募を実施したが、応募者
が契約相手方１者のみであったた
め。

8,231,300 8,209,300 99.73%



公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職
の役員
の数

法人番号

付紙様式第４

複合装甲屑及び防弾鋼板屑
の溶解処理作業

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月25日

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内
３丁目２番３号

8010401050387

本件の履行にあたっては、複合装甲
及び防弾鋼板の取扱いに関する知識
及び技術、溶解処理に関する知識及
び技術並びに処理施設等を有してい
ることが必要不可欠であり、公募を
実施したが、応募者が契約相手方１
者のみであったため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

4,028,200 -

多目的監視レーダの性能確
認試験（６次試験）のため
の弾着標定等作業

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁陸上装備研究所
総務課長　前原　正臣
神奈川県相模原市中央区淵
野辺２－９－５４

令和7年12月25日

株式会社アイティーコ
スモス

愛知県名古屋市中区丸
の内１丁目９番１１号

1180001049076

本件の履行にあたっては、振動検知
センサユニット（アイティーコスモ
ス社製　型番ＰＤＳ－ＳＹＳ－１０
１－ＰＬ－Ｃ及びＰＤＳ－２５００
－ＰＬ－Ｂ４０）の構造、機能、性
能及び取扱いに関する知識及び技術
を有していることが必要不可欠であ
り、公募を実施したが、応募者が契
約相手方1者のみであったため。

31,260,900 31,185,000 99.76%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


